
 
  年  月  日 

農用地利用計画変更申出書 

   坂出市長  殿 

 

農業振興地域の整備に関する法律第８条第１項の規定に基づく坂出農業振興地域整備計画のうち同条

第２項第１号に掲げる事項（農用地利用計画）の変更を、下記のとおり希望するので申し出ます。 

区 分 氏   名 年齢 職 業 住      所 電話番号 
譲渡人と
の続柄 

譲渡人 
（貸人） 

 
     

譲受人 
（借人） 

 
     

 

記 

 

１ 申出区分  農用地区域からの除外・用途区分の変更・農用地区域への編入 

 

２ 申出地 

大 字 字 地 番 
地 目 

面 積(㎡) 
農業生産
の状況 

耕作者 備 考 
登記簿 現 況 

 

 

 

 

        

計   

 

３ 変更理由等 

変更後の用途 
農家住宅・分家住宅・非農家の自己住宅・分譲住宅・賃貸住宅・資材置場・

事務所・店舗・工場・植林・その他（              ） 

当該用途に供する時期 工事着工時期    年  月、供用開始時期    年  月 

変更を必要とする理由  

当該土地を選定した理
由及び経緯 

 

土

地

利

用

計

画

の

概

要 

建築物 

名   称 階数 延床面積(㎡) 建築面積(㎡) 

 

 

 

 

   

計  ① 

土地 

区   分 地目 面 積(㎡) 

申出地 
併せて利用する土地 

 

 

 

 

 

計 ② 

 
 



【記載上の注意事項】 

１ 「氏名」欄は、署名又は記名押印すること。 
２ 各項目とも枠内に入りきらない場合は、別紙として添付すること。 
３ 申出地の選定の理由、経緯には必ず当該土地以外に代替すべき土地がない理由を具体的に記載し、そ
れを証明できる資料等があれば添付すること。 

 
【添付書類】 

 １ 申出地の所在略図 
申出地及び併せて利用する土地（以下「申出地等」という。）の位置及び付近の状況を表示した図面（申

出地を中心に概ね半径５００メートルの範囲の土地利用の状況が分かるものであること。また、事業目
的の場合にあっては、事業者の所在位置が分かるものであること。市販の住宅地図でも可）に次の事項
を記入したもの。 
ア 縮尺及び方位 
イ 申出地等の範囲（申出地は赤で、併せて利用する土地は黄色で表示） 
ウ 接続道路の種類（国・県・市・町道、農道、私道などを表示） 

 
２ 公図の写し 

   申出地等及びその周辺を表示した法務局備付け公図写し（事業区域が広範囲である場合は縮小したも
のでも可）に次の事項を記入したもの。 
ア 縮尺及び方位 
イ 申出地等の範囲（申出地は赤で、併せて利用する土地は黄色で表示） 
ウ 変更する土地及びその周辺の土地の地番、地目、地積及び所有者氏名（農用地区域内の土地につい
ては緑色で表示） 

エ 接続道路の種類（国・県・市・町道、農道、私道など）、幅員（標準的箇所の幅員）及び名称がある
場合はその名称（該当部分は茶色で表示） 

オ 水路、河川、ため池等がある場合は、その種類及び名称等（該当部分は青色で表示） 
 
３ 土地利用計画図 

土地の具体的な利用計画を表示した縮尺１／１００から１／２，０００程度の図面に次の事項を記入
したもの。なお、併せて利用する土地がある場合は、その土地の利用状況又は計画も記入すること。 
ア 縮尺及び方位 
イ 申出地等の範囲（申出地は赤で、併せて利用する土地は黄色で表示） 
ウ 建物及び工作物の位置及び建築等の範囲 
エ 利用の目的が駐車場、作業場、資材置場等である場合はその区画、台数、面積及び保管する物の種
類など 

オ 申出地が分筆を伴う場合には、申出地の面積の算出根拠を記入すること（土地利用計画図に記載す
ることも可） 

カ 取水及び排水の位置、排水経路 
 
４ 建物平面図（土地利用計画図に記入することも可） 

   建物内部の利用計画を表示した縮尺１／５００から１／２，０００程度の図面に次の事項を記入した
もの。 
ア 縮尺及び方位 
イ 建物の規模等 
ウ 部屋等の配置及び利用目的 

 
 ５ 事業計画書 

 ① 変更後の用途が、自己住宅（自己住宅の敷地と一体的に利用する車庫、物置等を含む。）の場合 
自己住宅等利用計画書（別紙様式１を参考に作成したもの。したがって、同等の内容が記載されて

おれば、別紙様式以外のものでも可） 
  ② 変更後の用途が、事業用地の場合 

事業計画書（別紙様式２を参考に作成したもの。したがって、同等の内容が記載されておれば、別
紙様式以外のものでも可） 

 
６ その他参考となる書類 

 

  ※ 農用地利用計画の決定は地方公共団体の職権で行うものです。この手続きは任意のものであり、必
ずしも申出を採用するということではありません。 

 


